
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
三
日
提
出

質

問

第

六

六

号

二
〇
一
〇
年
九
月
に
尖
閣
諸
島
沖
で
発
生
し
た
衝
突
事
件
に
係
る
元
内
閣
官
房
長
官
の
発
言
等
に
関
す
る
再
質

問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子

66



二
〇
一
〇
年
九
月
に
尖
閣
諸
島
沖
で
発
生
し
た
衝
突
事
件
に
係
る
元
内
閣
官
房
長
官
の
発
言
等
に
関
す
る
再
質

問
主
意
書

二
〇
一
〇
年
九
月
七
日
、
尖
閣
諸
島
周
辺
に
侵
入
し
た
中
国
漁
船
が
、
我
が
国
の
海
上
保
安
庁
巡
視
船
に
衝
突
す
る
事
件

（
以
下
、
「
衝
突
事
件
」
と
す
る
。
）
が
起
き
た
。
右
を
受
け
、
同
月
八
日
、
石
垣
海
上
保
安
部
は
同
漁
船
の
詹
基
雄
船
長
を

公
務
執
行
妨
害
の
容
疑
で
逮
捕
し
た
も
の
の
、
同
月
二
十
四
日
、
那
覇
地
方
検
察
庁
の
鈴
木
享
次
席
検
事
は
、
同
船
長
を
処
分

保
留
と
し
て
釈
放
す
る
こ
と
を
発
表
し
、
翌
二
十
五
日
午
前
一
時
半
過
ぎ
に
釈
放
が
な
さ
れ
た
。
右
の
事
件
が
発
生
し
た
当

時
、
内
閣
官
房
長
官
を
務
め
て
い
た
仙
谷
由
人
氏
が
、
本
年
九
月
十
九
日
、
時
事
通
信
社
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
い
る
。

右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
五
第
三
八
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
事
件
の
被
疑
者
を
釈
放
す
る
と
の
方
針
は
、
検
察
当
局
に
お
い
て
、
法
と
証
拠
に
基

づ
い
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
方
針
の
決
定
に
関
し
て
、
関
係
省
庁
と
の
折
衝
及
び
協
議
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
な

い
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
を
起
案
し
た
者
、
ま
た
決
裁
を
し
た
者
の
官
職
氏
名
を
そ

れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
衝
突
事
件
」
が
起
き
た
当
時
、
現
在
与
党
を
構
成
し
て
い
る
自
民
党
、
公
明
党
は
野
党
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
、
両

一



党
、
特
に
現
在
与
党
第
一
党
で
あ
る
自
民
党
か
ら
、
「
衝
突
事
件
」
へ
の
菅
�
人
内
閣
の
対
応
を
厳
し
く
批
判
す
る
声
が
出

て
い
た
と
承
知
す
る
。
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
、
当
時
の
自
民
党
か
ら
ど
の
よ
う
な
批
判
が
出
て
い
た
か
を
記
憶
し
て

い
る
か
。

三

現
在
の
安
倍
内
閣
と
し
て
も
、
当
時
の
検
察
庁
の
判
断
は
妥
当
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。
「
前
回
答
弁
書
」
の
内

容
か
ら
は
右
が
曖
昧
な
た
め
、
改
め
て
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

四

「
衝
突
事
件
」
を
起
こ
し
た
漁
船
の
船
長
の
釈
放
を
決
め
た
の
は
、
あ
く
ま
で
検
察
側
の
判
断
で
あ
り
、
当
時
の
政
府
、

菅
内
閣
は
一
切
何
も
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
「
前
回
答
弁
書
」
の
内
容
か
ら
は
右
が
曖
昧
な
た
め
、
改
め
て
明
確
な

答
弁
を
求
め
る
。

五

「
前
回
答
弁
書
」
の
内
容
を
考
え
る
と
、
「
衝
突
事
件
」
に
つ
い
て
仙
谷
元
長
官
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、

安
倍
内
閣
と
し
て
、
同
長
官
は
虚
偽
の
話
を
し
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。

六

五
で
、
仙
谷
元
長
官
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
の
な
ら
、
現
在
外
交
を
司
る
政
府
の
立
場
を
担
っ
て
い
る
安
倍
内
閣
と
し
て
、

同
長
官
に
抗
議
を
し
、
発
言
の
訂
正
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
右
の
措
置
を
こ
れ
ま
で
講
じ
て
き
て
い
る
か
。

七

六
で
、
講
じ
て
き
て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二



右
質
問
す
る
。

三


